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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具交換システムとその処置具の交換方法

(57)【要約】
【課題】本発明は、カテーテルなどの内視鏡用処置具を
内視鏡の処置具挿通用チャンネルに挿脱する作業や、ガ
イドワイヤを内視鏡用処置具に挿脱する作業を容易に行
い、ガイドワイヤを体内に留置したままガイドワイヤの
先端位置を変えずに内視鏡用処置具のみを交換する作業
を容易に行う内視鏡用処置具交換システムとその処置具
の交換方法を提供することを最も主要な特徴とする。
【解決手段】カテーテル挿入補助具３と、ガイドワイヤ
挿入補助具５とを組み合わせて使用する際に、カテーテ
ル挿入補助具３における第１の内筒部材１６の第１の外
筒部材１５への挿入ストロークＬ１と、ガイドワイヤ挿
入補助具５における第２の内筒部材５２の第２の外筒部
材５１への挿入ストロークＬ２とをほぼ同じ長さに設定
したものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１の外筒部材と、一端部側が前記第１
の外筒部材内に挿入され、他端部側が前記第１の外筒部
材の外側に延出された第１の内筒部材とを具備し、
前記第１の外筒部材または前記第１の内筒部材のうちの
いずれか一方に内視鏡の処置具挿入部に連結される内視
鏡連結部、他方にガイドワイヤの挿通部を備えた内視鏡
用処置具が前記第１の内筒部材内に挿通された際に、指
を掛けて前記内視鏡用処置具を係止させる処置具係止部
をそれぞれ設け、前記内視鏡連結部側の筒部材に対して
前記処置具係止部側の筒部材を軸方向に沿ってスライド
可能に支持させ、
前記第１の外筒部材と前記第１の内筒部材との間の相対
的なスライド動作にともない、前記処置具係止部に係止
させた前記内視鏡用処置具を前記処置具係止部側の筒部
材とともに移動させる動作を繰り返すことにより前記内
視鏡用処置具を前記内視鏡の処置具挿入部に挿脱させる
動作を間欠的に行う内視鏡用処置具挿入補助具を設ける
とともに、
第２の外筒部材と、一端部側が前記第２の外筒部材内に
挿入され、他端部側が前記第２の外筒部材の外側に延出
された第２の内筒部材とを具備し、
前記第２の外筒部材または前記第２の内筒部材のうちの
いずれか一方にガイドワイヤが挿通されるガイドワイヤ
挿通器具の前記ガイドワイヤの挿入部に連結される器具
連結部、他方に前記ガイドワイヤが前記第２の内筒部材
内に挿通された際に、指を掛けて前記ガイドワイヤを係
止させるガイドワイヤ係止部をそれぞれ設け、前記器具
連結部側の筒部材に対して前記ガイドワイヤ係止部側の
筒部材を軸方向に沿ってスライド可能に支持させ、
前記第２の外筒部材と前記第２の内筒部材との間の相対
的なスライド動作にともない、前記ガイドワイヤ係止部
に係止させた前記ガイドワイヤを前記ガイドワイヤ係止
部側の筒部材とともに移動させる動作を繰り返すことに
より前記ガイドワイヤを前記ガイドワイヤ挿通器具の前
記ガイドワイヤの挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行
うガイドワイヤ挿入補助具を設け、
前記内視鏡用処置具挿入補助具における前記第１の内筒
部材と前記第１の外筒部材との間の相対的なスライド動
作時の移動ストロークと、前記ガイドワイヤ挿入補助具
における前記第２の内筒部材と前記第２の外筒部材との
間の相対的なスライド動作時の移動ストロークとをほぼ
同じ長さに設定したことを特徴とする内視鏡用処置具交
換システム。
【請求項２】  ガイドワイヤの挿入部を備えた内視鏡用
処置具を内視鏡の処置具挿入部に挿通させるとともに、
前記内視鏡用処置具の前記ガイドワイヤ挿入部にガイド
ワイヤを挿入させた状態で、前記内視鏡の処置具挿入部
に挿入されている前記内視鏡用処置具の入れ替え作業を
前記ガイドワイヤをガイドとして行う内視鏡用処置具交*
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*換方法において、
第１の外筒部材と、一端部側が前記第１の外筒部材内に
挿入され、他端部側が前記第１の外筒部材の外側に延出
された第１の内筒部材とを具備し、
前記第１の外筒部材または前記第１の内筒部材のうちの
いずれか一方に内視鏡の処置具挿入部に連結される内視
鏡連結部、他方にガイドワイヤの挿通部を備えた内視鏡
用処置具が前記第１の内筒部材内に挿通された際に、指
を掛けて前記内視鏡用処置具を係止させる処置具係止部
をそれぞれ設け、前記内視鏡連結部側の筒部材に対して
前記処置具係止部側の筒部材を軸方向に沿ってスライド
可能に支持させ、
前記第１の外筒部材と前記第１の内筒部材との間の相対
的なスライド動作にともない、前記処置具係止部に係止
させた前記内視鏡用処置具を前記処置具係止部側の筒部
材とともに移動させる動作を繰り返すことにより前記内
視鏡用処置具を前記内視鏡の処置具挿入部に挿脱させる
動作を間欠的に行う内視鏡用処置具挿入補助具を使用し
て前記内視鏡用処置具を前記内視鏡の処置具挿入部に挿
入する動作または引き抜く動作のいずれか一方を行う内
視鏡用処置具挿脱作業工程と、
第２の外筒部材と、一端部側が前記第２の外筒部材内に
挿入され、他端部側が前記第２の外筒部材の外側に延出
された第２の内筒部材とを具備し、
前記第２の外筒部材または前記第２の内筒部材のうちの
いずれか一方にガイドワイヤが挿通されるガイドワイヤ
挿通器具の前記ガイドワイヤの挿入部に連結される器具
連結部、他方に前記ガイドワイヤが前記第２の内筒部材
内に挿通された際に、指を掛けて前記ガイドワイヤを係
止させるガイドワイヤ係止部をそれぞれ設け、前記器具
連結部側の筒部材に対して前記ガイドワイヤ係止部側の
筒部材を軸方向に沿ってスライド可能に支持させ、
前記第２の外筒部材と前記第２の内筒部材との間の相対
的なスライド動作にともない、前記ガイドワイヤ係止部
に係止させた前記ガイドワイヤを前記ガイドワイヤ係止
部側の筒部材とともに移動させる動作を繰り返すことに
より前記ガイドワイヤを前記ガイドワイヤ挿通器具の前
記ガイドワイヤの挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行
うガイドワイヤ挿入補助具を使用して前記ガイドワイヤ
を前記内視鏡用処置具の処置具挿入部に挿入する動作ま
たは引き抜く動作のいずれか一方を行うガイドワイヤ挿
脱工程とを同期させた状態で略同時に行う同期操作工程
を設けたことを特徴とする内視鏡用処置具交換方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡に挿入され
ている細長いカテーテルなどの内視鏡用処置具を交換す
る作業をガイドワイヤを使用して行う内視鏡用処置具交
換システムとその処置具の交換方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】一般に、患者の体内に内視鏡を挿入した
のち、この内視鏡のチャンネル内に細長いカテーテルな
どの内視鏡用処置具を挿入して患者の体内の疾患を処置
する内視鏡下手術などの処置が広く行われている。
【０００３】そして、内視鏡を用いて患者の体内の疾患
を処置する内視鏡的処置を行なうに際しては、通常、内
視鏡の挿入部の先端部を患者の体内の処置対象の生体組
織の付近まで挿入したのち、そこから例えばＸ線透視下
でガイドワイヤをガイドにしてカテーテルなどの処置具
を処置対象の生体組織まで導くことが一般に行われてい
る。
【０００４】具体的には、例えば内視鏡を用いて膵管
や、胆管や、肝管などの内視鏡的処置を行なう場合には
次のような作業が行なわれる。まず、予め、図１５
（Ａ），（Ｂ）に示す内視鏡ａの挿入部ｂの先端部ｃを
例えば十二指腸乳頭付近まで挿入したのち、この内視鏡
ａの処置具挿通用チャンネルにカテーテルｄを挿入し、
カテーテルｄの先端部ｄ１を経内視鏡的に膵管もしくは
胆管内に挿入する。次に、挿入されたカテーテルｄの基
端側の口金ｄ２からガイドワイヤｅを挿入する。
【０００５】その後、Ｘ線下で、ガイドワイヤｅが膵管
もしくは胆管内まで正しく挿入されていることを確認
し、図１５（Ａ）に示すようにガイドワイヤｅの基端側
を手で把持しつつカテーテルｄを内視鏡ａの処置具挿通
用チャンネルから引抜く操作を行なう。この操作中、図
１５（Ｂ）に示すようにカテーテルｄの先端部ｄ１が内
視鏡ａの操作部ｆ側の鉗子口ｇより出てきたら、内視鏡
ａの鉗子口ｇの付近のガイドワイヤｅを把持してカテー
テルｄを完全に内視鏡ａから引抜く。
【０００６】次に、ガイドワイヤｅの基端側を別の処置
具の挿通孔内に挿入し、このガイドワイヤｅに案内させ
る状態で、別の処置具を内視鏡ａの処置具挿通用チャン
ネルに挿入する。以後、処置具の交換回数だけ上述の内
容の作業を繰り返す。
【０００７】これらの処置に用いるカテーテルｄなどの
処置具は内視鏡ａの挿入部ｂの長さを考慮して１９０ｃ
ｍ以上の長さがあるのが一般的である。さらに、上記手
順の処置具の交換作業を行なうためには、図１５（Ａ）
に示すようにガイドワイヤｅの先端部を内視鏡ａの処置
具挿通用チャンネルから所定の長さ突出させた状態（例
えばガイドワイヤｅの先端を膵管もしくは胆管内まで挿
入させた状態）で、内視鏡ａの操作部ｆ側の鉗子口ｇか
ら外部側に延出される延出部分のガイドワイヤｅの長さ
Ｌ１は、カテーテルｄの長さ以上の長さが必要になる。
そのため、ガイドワイヤｅの全体の長さは、内視鏡ａの
挿入部ｂの長さとカテーテルｄなどの処置具の長さを合
わせた長さ以上が必要となるので、少なくとも４５０ｃ
ｍ程度、必要であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】上記従来構成の内視鏡
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用処置具の交換システムでは内視鏡ａの処置具挿通用チ
ャンネルにガイドワイヤｅを挿通し、このガイドワイヤ
ｅをガイドにしてカテーテルｄを交換するなどのガイド
ワイヤｅを利用した手技を行う際に使用されるガイドワ
イヤｅは４５０ｃｍ程度の長さが必要になっている。そ
して、この細長いガイドワイヤｅをカテーテルｄに挿入
する作業時には術者などの操作者がガイドワイヤｅを手
指で把持してこのガイドワイヤｅをカテーテルｄの内部
に少しずつ押込むなどの方法で手作業で行っている。こ
のとき、ガイドワイヤｅをカテーテルｄの内部に押込む
作業中にガイドワイヤｅを押込む操作力の大きさにはば
らつきが生じやすいので、ガイドワイヤｅをカテーテル
ｄに押込む操作力が適正な大きさよりも大きくなった場
合にはガイドワイヤｅが座屈するなどの問題がある。そ
のため、ガイドワイヤｅをカテーテルｄに押込む作業は
時間がかかり、ガイドワイヤｅを利用した手技を能率よ
く行うことが難しい問題がある。
【０００９】また、内視鏡ａの処置具挿通用チャンネル
に挿入されたカテーテルｄを交換する作業時には、ガイ
ドワイヤｅを内視鏡ａの処置具挿通用チャンネルに挿入
させたままの状態で残し、このガイドワイヤｅに沿って
カテーテルｄを挿脱する作業が行われる。このとき、カ
テーテルｄやガイドワイヤｅの長さは長いので、内視鏡
ａの処置具挿通用チャンネルに挿入されているカテーテ
ルｄなどの処置具の交換作業をガイドワイヤｅを体内に
残した状態で行う場合には助手などの介助者が必要にな
る。このカテーテルｄなどの処置具の交換作業時にはカ
テーテルｄを抜去した分だけガイドワイヤｅを挿入する
作業が必要になる。そのため、通常は例えばカテーテル
ｄの操作は医師などの術者が行い、ガイドワイヤｅの操
作はナースなどの介助者が行っているので、術者と介助
者との息合せ作業が必要になる。この場合、２人の息が
合わなければガイドワイヤｅの位置が動いてしまい、極
端な場合にはガイドワイヤｅが患部から抜けることもあ
るので、カテーテルｄなどの処置具の交換作業に手間が
かかり、内視鏡下手術などの処置時間が長くなる問題が
ある。
【００１０】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、カテーテルなどの内視鏡用処置具を内
視鏡の処置具挿通用チャンネルに挿脱する作業や、ガイ
ドワイヤを内視鏡用処置具に挿脱する作業を容易に行う
ことができ、ガイドワイヤを体内に留置したままガイド
ワイヤの先端位置を変えずに内視鏡用処置具のみを交換
する作業を容易に行うことができる内視鏡用処置具交換
システムとその処置具の交換方法を提供することにあ
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、第１
の外筒部材と、一端部側が前記第１の外筒部材内に挿入
され、他端部側が前記第１の外筒部材の外側に延出され
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た第１の内筒部材とを具備し、前記第１の外筒部材また
は前記第１の内筒部材のうちのいずれか一方に内視鏡の
処置具挿入部に連結される内視鏡連結部、他方にガイド
ワイヤの挿通部を備えた内視鏡用処置具が前記第１の内
筒部材内に挿通された際に、指を掛けて前記内視鏡用処
置具を係止させる処置具係止部をそれぞれ設け、前記内
視鏡連結部側の筒部材に対して前記処置具係止部側の筒
部材を軸方向に沿ってスライド可能に支持させ、前記第
１の外筒部材と前記第１の内筒部材との間の相対的なス
ライド動作にともない、前記処置具係止部に係止させた
前記内視鏡用処置具を前記処置具係止部側の筒部材とと
もに移動させる動作を繰り返すことにより前記内視鏡用
処置具を前記内視鏡の処置具挿入部に挿脱させる動作を
間欠的に行う内視鏡用処置具挿入補助具を設けるととも
に、第２の外筒部材と、一端部側が前記第２の外筒部材
内に挿入され、他端部側が前記第２の外筒部材の外側に
延出された第２の内筒部材とを具備し、前記第２の外筒
部材または前記第２の内筒部材のうちのいずれか一方に
ガイドワイヤが挿通されるガイドワイヤ挿通器具の前記
ガイドワイヤの挿入部に連結される器具連結部、他方に
前記ガイドワイヤが前記第２の内筒部材内に挿通された
際に、指を掛けて前記ガイドワイヤを係止させるガイド
ワイヤ係止部をそれぞれ設け、前記器具連結部側の筒部
材に対して前記ガイドワイヤ係止部側の筒部材を軸方向
に沿ってスライド可能に支持させ、前記第２の外筒部材
と前記第２の内筒部材との間の相対的なスライド動作に
ともない、前記ガイドワイヤ係止部に係止させた前記ガ
イドワイヤを前記ガイドワイヤ係止部側の筒部材ととも
に移動させる動作を繰り返すことにより前記ガイドワイ
ヤを前記ガイドワイヤ挿通器具の前記ガイドワイヤの挿
入部に挿脱させる動作を間欠的に行うガイドワイヤ挿入
補助具を設け、前記内視鏡用処置具挿入補助具における
前記第１の内筒部材と前記第１の外筒部材との間の相対
的なスライド動作時の移動ストロークと、前記ガイドワ
イヤ挿入補助具における前記第２の内筒部材と前記第２
の外筒部材との間の相対的なスライド動作時の移動スト
ロークとをほぼ同じ長さに設定したことを特徴とする内
視鏡用処置具交換システムである。そして、本請求項１
の発明では、内視鏡用処置具挿入補助具の使用時には内
視鏡用処置具が第１の内筒部材内に挿通された状態で、
内視鏡連結部側の筒部材に対して処置具係止部側の筒部
材を軸方向に沿ってスライドさせる。このとき、処置具
係止部側の筒部材のスライド動作にともない、処置具係
止部に内視鏡用処置具を係止させた状態で、処置具係止
部側の筒部材とともに内視鏡用処置具を内視鏡の処置具
挿入部から挿脱させる操作と、内視鏡用処置具の係止を
解除した状態で、処置具係止部側の筒部材のみを戻す操
作とを交互に繰り返すことにより内視鏡用処置具を内視
鏡の処置具挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行う。ま
た、ガイドワイヤ挿入補助具の使用時にはガイドワイヤ
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が第２の内筒部材内に挿通された状態で、器具連結部側
の筒部材に対してガイドワイヤ係止部側の筒部材を軸方
向に沿ってスライドさせる。このとき、ガイドワイヤ係
止部側の筒部材のスライド動作にともない、ガイドワイ
ヤ係止部にガイドワイヤを係止させた状態で、ガイドワ
イヤ係止部側の筒部材とともにガイドワイヤをガイドワ
イヤ挿通器具のガイドワイヤの挿入部から挿脱させる操
作と、ガイドワイヤの係止を解除した状態で、ガイドワ
イヤ係止部側の筒部材のみを戻す操作とを交互に繰り返
すことによりガイドワイヤをガイドワイヤ挿通器具のガ
イドワイヤの挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行う。
さらに、内視鏡用処置具挿入補助具の使用時における第
１の内筒部材と第１の外筒部材との間の相対的なスライ
ド動作時の移動ストロークと、ガイドワイヤ挿入補助具
における第２の内筒部材と第２の外筒部材との間の相対
的なスライド動作時の移動ストロークとをほぼ同じ長さ
に設定したことにより、ガイドワイヤを体内に留置した
ままガイドワイヤの先端位置を変えずに内視鏡用処置具
のみを交換する作業を容易に行うようにしたものであ
る。
【００１２】請求項２の発明は、ガイドワイヤの挿入部
を備えた内視鏡用処置具を内視鏡の処置具挿入部に挿通
させるとともに、前記内視鏡用処置具の前記ガイドワイ
ヤ挿入部にガイドワイヤを挿入させた状態で、前記内視
鏡の処置具挿入部に挿入されている前記内視鏡用処置具
の入れ替え作業を前記ガイドワイヤをガイドとして行う
内視鏡用処置具交換方法において、第１の外筒部材と、
一端部側が前記第１の外筒部材内に挿入され、他端部側
が前記第１の外筒部材の外側に延出された第１の内筒部
材とを具備し、前記第１の外筒部材または前記第１の内
筒部材のうちのいずれか一方に内視鏡の処置具挿入部に
連結される内視鏡連結部、他方にガイドワイヤの挿通部
を備えた内視鏡用処置具が前記第１の内筒部材内に挿通
された際に、指を掛けて前記内視鏡用処置具を係止させ
る処置具係止部をそれぞれ設け、前記内視鏡連結部側の
筒部材に対して前記処置具係止部側の筒部材を軸方向に
沿ってスライド可能に支持させ、前記第１の外筒部材と
前記第１の内筒部材との間の相対的なスライド動作にと
もない、前記処置具係止部に係止させた前記内視鏡用処
置具を前記処置具係止部側の筒部材とともに移動させる
動作を繰り返すことにより前記内視鏡用処置具を前記内
視鏡の処置具挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行う内
視鏡用処置具挿入補助具を使用して前記内視鏡用処置具
を前記内視鏡の処置具挿入部に挿入する動作または引き
抜く動作のいずれか一方を行う内視鏡用処置具挿脱作業
工程と、第２の外筒部材と、一端部側が前記第２の外筒
部材内に挿入され、他端部側が前記第２の外筒部材の外
側に延出された第２の内筒部材とを具備し、前記第２の
外筒部材または前記第２の内筒部材のうちのいずれか一
方にガイドワイヤが挿通されるガイドワイヤ挿通器具の
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7
前記ガイドワイヤの挿入部に連結される器具連結部、他
方に前記ガイドワイヤが前記第２の内筒部材内に挿通さ
れた際に、指を掛けて前記ガイドワイヤを係止させるガ
イドワイヤ係止部をそれぞれ設け、前記器具連結部側の
筒部材に対して前記ガイドワイヤ係止部側の筒部材を軸
方向に沿ってスライド可能に支持させ、前記第２の外筒
部材と前記第２の内筒部材との間の相対的なスライド動
作にともない、前記ガイドワイヤ係止部に係止させた前
記ガイドワイヤを前記ガイドワイヤ係止部側の筒部材と
ともに移動させる動作を繰り返すことにより前記ガイド
ワイヤを前記ガイドワイヤ挿通器具の前記ガイドワイヤ
の挿入部に挿脱させる動作を間欠的に行うガイドワイヤ
挿入補助具を使用して前記ガイドワイヤを前記内視鏡用
処置具の処置具挿入部に挿入する動作または引き抜く動
作のいずれか一方を行うガイドワイヤ挿脱工程とを同期
させた状態で略同時に行う同期操作工程を設けたことを
特徴とする内視鏡用処置具交換方法である。そして、本
請求項２の発明では、内視鏡用処置具挿入補助具を使用
して内視鏡用処置具を内視鏡の処置具挿入部に挿入する
動作または引き抜く動作のいずれか一方を行う内視鏡用
処置具挿脱作業工程と、ガイドワイヤ挿入補助具を使用
してガイドワイヤを内視鏡用処置具の処置具挿入部に挿
入する動作または引き抜く動作のいずれか一方を行うガ
イドワイヤ挿脱工程とを同期させた状態で略同時に行う
（同期操作工程）ことにより、ガイドワイヤを体内に留
置したままガイドワイヤの先端位置を変えずに内視鏡用
処置具のみを交換する作業を容易に行うようにしたもの
である。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１乃至図１４（Ａ）～（Ｄ）を参照して説明する。
図１は本実施の形態の内視鏡用処置具交換システム全体
の概略構成を示すものである。この内視鏡用処置具交換
システムには内視鏡用処置具である細長いカテーテル１
を内視鏡２の処置具挿通用チャンネルに挿入する動作を
補助する外付けタイプのカテーテル挿入補助具（内視鏡
用処置具挿入補助具）３と、カテーテル１などのガイド
ワイヤ挿通器具にガイドワイヤ４を挿入する動作を補助
するガイドワイヤ挿入補助具５とが設けられている。
【００１４】また、内視鏡２には患者の体内に挿入され
る細長い挿入部６と、この挿入部６の基端部に連結され
た手元側の操作部７と、この操作部７に基端部が連結さ
れた図示しないユニバーサルコードとが設けられてい
る。なお、本実施の形態の内視鏡２は挿入部６の軸方向
に対して略直交する方向を観察する側視型の内視鏡２が
使用されている。
【００１５】この側視型の内視鏡２には挿入部６の先端
部の外周面を切欠させた略平面状の側視用基準面が形成
されている。この側視用基準面には図示しない照明光学
系の照明窓と観察光学系の観察窓とが前後方向に並設さ
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れている。さらに、側視用基準面における照明窓と観察
窓との並設部の横には鉗子口８ａが配設されている。こ
の鉗子口８ａは内視鏡２の挿入部６の内部に配設された
処置具挿通用案内路としての処置具挿通用チャンネル８
の先端開口部を構成するものである。
【００１６】さらに、手元側の操作部７には処置具挿通
用チャンネル８の基端部に連通する処置具挿入部９が配
設されている。そして、この処置具挿入部９から本実施
の形態のカテーテル１や、その他の内視鏡用処置具、或
いは医療用ガイドワイヤ４などが適宜、選択的に処置具
挿通用チャンネル８内に挿入され、この処置具挿通用チ
ャンネル８内を通して挿入部６の先端部側に導かれたの
ち、先端部の鉗子口８ａから外部側に突出されるように
なっている。
【００１７】また、本実施の形態のカテーテル挿入補助
具３には図３に示すように内視鏡２の処置具挿入部９に
着脱可能に連結される第１の外筒部材１５と、この第１
の外筒部材１５の内部に挿入された第１の内筒部材１６
とを備えたカテーテル挿入補助具本体１７が設けられて
いる。ここで、第１の外筒部材１５および第１の内筒部
材１６はカテーテル１よりも硬質な材料、例えばフッ素
系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、
ポリアミド系樹脂のいづれかで作られている。なお、第
１の外筒部材１５および第１の内筒部材１６の硬質な材
料としては、その他、例えばポリテトラフルオロエチレ
ン、ポリアミド、ポリエチレン、ポリスルフォン、ポリ
フェニルスルフォン、アクリロニトリル・ブタジエン・
スチレン（ＡＢＳ）のいづれかでもよく、また、ステン
レス、アルミ、ニッケルチタンなどの金属材料のいづれ
かであってもよい。
【００１８】さらに、第１の内筒部材１６の基端部は第
１の外筒部材１５の外側に延出され、この延出部に第１
の外筒部材１５よりも大径な把持部１８が形成されてい
る。そして、この把持部１８を把持した状態で第１の内
筒部材１６をスライド操作させるようになっている。こ
の把持部１８の端縁部にはカテーテル１が第１の内筒部
材１６内に挿通された際に、指を掛けてカテーテル１を
係止させるカテーテル係止部（処置具係止部）１８ａが
形成されている。
【００１９】そして、この把持部１８を把持した状態
で、第１の内筒部材１６を軸方向に沿って押し引き操作
することにより、図２、３に示すように第１の内筒部材
１６を第１の外筒部材１５の内側に収納させた収納位置
と、図７、８に示すように第１の内筒部材１６を第１の
外筒部材１５の外側に引き抜く方向に移動させた突出位
置とに突没可能になっている。
【００２０】また、第１の内筒部材１６の先端部外周面
には図３に示すように外向きに突設された係合凸部１９
が形成されている。この係合凸部１９の外径寸法は第１
の外筒部材１５の内径寸法と略同径に設定されている。
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【００２１】さらに、第１の内筒部材１６の筒壁部には
ガイドワイヤ４を挿通するスリット２０が第１の内筒部
材１６の軸方向に沿ってこの第１の内筒部材１６の全長
に亙り形成されている。このスリット２０のスリット幅
はガイドワイヤ４を挿通可能な大きさで、かつカテーテ
ル１が通らない大きさに設定されている。なお、第１の
内筒部材１６の外周面にはスリット２０の周囲に図７に
示すように第１の外筒部材１５の内部に挿入される第１
の内筒部材１６の挿入長（移動ストローク）を表示する
指標２１が設けられている。なお、Ｌ１は第１の内筒部
材１６の最大移動ストロークである。
【００２２】また、第１の外筒部材１５の先端部には他
の部分よりも大径な外筒大径部２２が形成されている。
この外筒大径部２２の軸心部には図３に示すように第１
の内筒部材１６の内径寸法と略同径の小径な連結筒体
（内視鏡連結部）２３が配設されている。この連結筒体
２３は内視鏡２の処置具挿入部９に着脱可能に連結され
るようになっている。
【００２３】また、この外筒大径部２２の外周面には送
液ポート２４が突設されている。この送液ポート２４の
内端部は連結筒体２３の内部に連通されている。さら
に、この送液ポート２４の外端部には図示しないシリン
ジの取り付けが可能で、この送液ポート２４から連結筒
体２３の内部を通して内視鏡２の処置具挿入部９内に送
液できるようになっている。
【００２４】また、外筒大径部２２の外周面には第１の
外筒部材１５の軸心方向と略直交する方向に弁カートリ
ッジ装着孔２５が形成されている。この弁カートリッジ
装着孔２５は図４（Ａ）に示すように一端部側に開口面
積が大きい略矩形状の入り口側開口部２５ａ、他端部側
に入り口側開口部２５ａよりも開口面積が小さい係止用
開口部２５ｂがそれぞれ形成されている。さらに、弁カ
ートリッジ装着孔２５の入り口側開口部２５ａと係止用
開口部２５ｂとの間には係止用開口部２５ｂ側に向かう
にしたがって開口面積が徐々に小さくなるテーパー状の
傾斜面２５ｃが形成されている。なお、弁カートリッジ
装着孔２５には略矩形状の入り口側開口部２５ａにおけ
る先端側の両側の端縁部に誤挿入防止用の段部２５ｄが
それぞれ形成されている。そして、この弁カートリッジ
装着孔２５には入り口側開口部２５ａから後述する弁カ
ートリッジ２６が着脱可能に挿入されるようになってい
る。
【００２５】また、弁カートリッジ２６には図６（Ａ）
に示すように第１の外筒部材１５の弁カートリッジ装着
孔２５と対応する形状のカートリッジ本体２７が設けら
れている。このカートリッジ本体２７の中央部位には図
５（Ｃ）に示すように上下に貫通する貫通孔２８が形成
されている。この貫通孔２８には鉗子栓である弾性弁２
９の装着穴３０と、この装着穴３０よりも小径な小径穴
３１とが形成されている。この装着穴３０には弾性弁２
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９が着脱可能に装着されている。
【００２６】この弾性弁２９は図６（Ａ）に示すように
装着穴３０の内径寸法と略同径の筒体２９ａと、この筒
体２９ａの一端開口部を閉塞する膜状の弁体２９ｂとが
設けられている。そして、弁体２９ｂの中央部には処置
具挿通用の小孔２９ｃが形成されている。この小孔２９
ｃはカテーテル１内に挿通されるガイドワイヤ４の径よ
りも小径に設定されている。
【００２７】また、図６（Ｄ）に示すようにカートリッ
ジ本体２７における小径穴３１側の端面の両側部には第
１の外筒部材１５の弁カートリッジ装着孔２５における
誤挿入防止用の段部２５ｄと対応する形状の切欠溝２７
ａがそれぞれ形成されている。そして、弁カートリッジ
２６は図３に示すように装着穴３０に弾性弁２９を取付
けた状態で、第１の外筒部材１５の弁カートリッジ装着
孔２５に挿入されるようになっている。このとき、カー
トリッジ本体２７の切欠溝２７ａと第１の外筒部材１５
の弁カートリッジ装着孔２５の段部２５ｄとが位置合わ
せされることにより、カートリッジ本体２７の弾性弁２
９を正しい向きに向けた状態（弁カートリッジ２６の弾
性弁２９の装着穴３０を後方に向けた状態）で、第１の
外筒部材１５に弁カートリッジ２６が着脱可能に取付け
られている。
【００２８】さらに、第１の外筒部材１５の弁カートリ
ッジ装着孔２５に弁カートリッジ２６が取付けられた状
態では図４（Ａ）に示すようにカートリッジ本体２７に
おける幅狭部側の端部２７ｂが弁カートリッジ装着孔２
５の係止用開口部２５ｂから外部側に突出された状態で
弁カートリッジ２６が第１の外筒部材１５の弁カートリ
ッジ装着孔２５に係止されている。そのため、弁カート
リッジ装着孔２５から弁カートリッジ２６を取外す場合
にはこのカートリッジ本体２７における幅狭部側の端部
２７ｂを押込むことにより、弁カートリッジ２６を簡単
に弁カートリッジ装着孔２５から外部側に押し出すこと
ができるようになっている。
【００２９】また、第１の外筒部材１５の基端部内周面
には第１の内筒部材１６が第１の外筒部材１５から抜け
落ちることを防止する抜け止め用凸部３２が内向きに突
設されている。この抜け止め用凸部３２の内径寸法は第
１の内筒部材１６の外径寸法と略同径に設定されてい
る。そして、図８に示すように第１の外筒部材１５から
第１の内筒部材１６が最も外側に引き出された外側の突
出位置に移動された状態で、第１の外筒部材１５の抜け
止め用凸部３２に第１の内筒部材１６の係合凸部１９が
当接して第１の内筒部材１６が第１の外筒部材１５から
抜け落ちることを防止するようになっている。なお、第
１の内筒部材１６の第１の外筒部材１５への挿入長は５
ｃｍ～８０ｃｍの間程度に設定可能になっている。
【００３０】また、第１の外筒部材１５の抜け止め用凸
部３２と第１の内筒部材１６の外周面との間の第１の当
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接部と、第１の内筒部材１６の先端部外周面の係合凸部
１９と第１の外筒部材１５の内周面との間の第２の当接
部とによってカテーテル挿入補助具３の使用時以外は第
１の外筒部材１５と第１の内筒部材１６との間が動かな
いように係止する手段が形成されている。
【００３１】さらに、第１の外筒部材１５の基端部外周
面にはガイドワイヤ固定部３３が配設されている。この
ガイドワイヤ固定部３３にはガイドワイヤ４のワイヤ径
よりも溝幅が小さいワイヤ係止溝３４が形成されてい
る。また、第１の外筒部材１５の端縁部には半径方向に
沿ってガイドワイヤ挿通溝が延設されている。このガイ
ドワイヤ挿通溝の外端部はガイドワイヤ固定部３３のワ
イヤ係止溝３４に連通されている。さらに、このガイド
ワイヤ挿通溝の内端部は第１の内筒部材１６のスリット
２０に連通されている。そして、必要に応じてガイドワ
イヤ４をカテーテル挿入補助具本体１７における第１の
内筒部材１６のスリット２０を通して第１の外筒部材１
５のガイドワイヤ固定部３３に導き、このガイドワイヤ
固定部３３のワイヤ係止溝３４にガイドワイヤ４を引っ
掛けて固定できるようになっている。
【００３２】また、カテーテル１の基端部には口金部４
１が配設されている。この口金部４１の外周面にはカテ
ーテル１の内腔であるガイドワイヤ挿通孔の基端部に連
通する外部器具接続部４２が配設されている。そして、
この外部器具接続部４２には必要に応じて図示しないシ
リンジ等の外部器具が着脱可能に接続されるようになっ
ている。
【００３３】さらに、カテーテル１の口金部４１の端末
部にはガイドワイヤ挿入部４３が形成されている。この
ガイドワイヤ挿入部４３には図１に示すように本実施の
形態のガイドワイヤ挿入補助具５が組み付けられ、この
ガイドワイヤ挿入補助具５によってカテーテル１内にガ
イドワイヤ４を挿入する動作を補助するようになってい
る。
【００３４】また、本実施の形態のガイドワイヤ挿入補
助具５には図１１に示すように第２の外筒部材５１と、
この第２の外筒部材５１の内部に挿入された第２の内筒
部材５２とを備えたガイドワイヤ挿入補助具本体５３が
設けられている。
【００３５】さらに、第２の内筒部材５２の基端部は第
２の外筒部材５１の外側に延出され、この延出部に第２
の外筒部材５１よりも大径な把持部５４が形成されてい
る。そして、この把持部５４を把持した状態で第２の内
筒部材５２を軸方向にスライド操作させるようになって
いる。この把持部５４の端縁部にはガイドワイヤ４が第
２の内筒部材５２内に挿通された際に、指を掛けてガイ
ドワイヤ４を係止させるガイドワイヤ係止部５４ａが設
けられている。
【００３６】そして、この把持部５４を把持した状態
で、第２の内筒部材５２を軸方向に沿って押し引き操作
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することにより、図９、１１に示すように第２の内筒部
材５２を第２の外筒部材５１の内側に挿入する方向に移
動させた挿入位置と、図１２（Ａ），（Ｂ）に示すよう
に第２の内筒部材５２を第２の外筒部材５１の外側に引
き出す方向に移動させた引き出し位置とに突没可能にな
っている。
【００３７】また、第２の内筒部材５２の先端部外周面
には図１１に示すように半径方向に外向きに突設された
係合凸部５５が形成されている。この係合凸部５５の外
径寸法は第２の外筒部材５１の内径寸法と略同径に設定
されている。さらに、第２の内筒部材５２の外周面には
図１２（Ａ），（Ｂ）に示すように第２の外筒部材５１
の内部に挿入される第２の内筒部材５２の挿入長を表示
する指標５６が設けられている。
【００３８】また、第２の外筒部材５１の先端部には他
の部分よりも大径な外筒大径部５７が形成されている。
この外筒大径部５７の軸心部には図１１に示すように第
２の内筒部材５２の内径寸法と略同径の小径な連結筒体
（カテーテル連結部）５８が配設されている。この連結
筒体５８はカテーテル１のガイドワイヤ挿入部４３に着
脱可能に連結されるようになっている。
【００３９】また、第２の外筒部材５１の基端部内周面
には第２の内筒部材５２が第２の外筒部材５１から抜け
落ちることを防止する抜け止め用凸部５９が半径方向内
向きに突設されている。この抜け止め用凸部５９の内径
寸法は第２の内筒部材５２の外径寸法と略同径に設定さ
れている。そして、図１２（Ｂ）に示すように第２の外
筒部材５１から第２の内筒部材５２が最も外側に引き出
された外側の引き出し位置に移動された状態で、第２の
外筒部材５１の抜け止め用凸部５９に第２の内筒部材５
２の係合凸部５５が当接して第２の内筒部材５２が第２
の外筒部材５１から抜け落ちることを防止するようにな
っている。なお、第２の内筒部材５２の第２の外筒部材
５１への挿入長（移動ストローク）は５ｃｍ～３０ｃｍ
の間程度に設定可能になっている。なお、Ｌ２は第２の
内筒部材５２の最大移動ストロークである。
【００４０】また、第２の外筒部材５１の抜け止め用凸
部５９と第２の内筒部材５２の外周面との間の第１の当
接部と、第２の内筒部材５２の先端部外周面の係合凸部
５５と第２の外筒部材５１の内周面との間の第２の当接
部とによってガイドワイヤ挿入補助具５の使用時以外は
第２の外筒部材５１と第２の内筒部材５２との間が動か
ないように係止する手段が形成されている。
【００４１】さらに、本実施の形態のガイドワイヤ挿入
補助具５では第２の内筒部材５２の把持部５４の外端面
にガイドワイヤ４の回転規制部６０が配設されている。
このガイドワイヤ４の回転規制部６０には図１３に示す
ようにガイドワイヤ４を引っ掛けて係止するワイヤ係止
溝６１が形成されている。
【００４２】そして、ガイドワイヤ４の回転規制部６０
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のワイヤ係止溝６１にガイドワイヤ４を引っ掛けて係止
した状態で、第２の内筒部材５２を第２の外筒部材５１
に対して軸回り方向に回転させることにより、第２の内
筒部材５２と一緒に回転規制部６０のガイドワイヤ４を
回転させ、このガイドワイヤ４の回転動作にともない内
視鏡４の処置具挿通用チャンネル７の先端開口部から外
部側に突出されたガイドワイヤ４の先端部の向きを変更
するガイドワイヤの向き変更機構６２が形成されてい
る。
【００４３】また、本実施の形態の内視鏡用処置具交換
システムではカテーテル挿入補助具３における第１の内
筒部材１６と第１の外筒部材１５との間の相対的なスラ
イド動作時の移動ストロークと、ガイドワイヤ挿入補助
具５における第２の内筒部材５２と第２の外筒部材５１
との間の相対的なスライド動作時の移動ストロークとは
ほぼ同じ長さ（例えば５ｃｍ～３０ｃｍの間程度）に設
定されている。
【００４４】次に、上記構成の作用について説明する。
本実施の形態の内視鏡用処置具交換システムではカテー
テル挿入補助具３およびガイドワイヤ挿入補助具５がそ
れぞれ単独で個別に使用される場合と、これらのカテー
テル挿入補助具３およびガイドワイヤ挿入補助具５が組
み合わされた状態で使用される場合とがある。
【００４５】ここで、カテーテル挿入補助具３が単独で
使用される場合には内視鏡２の処置具挿入部９にカテー
テル１を挿脱する作業が行われる。このカテーテル挿入
補助具３の使用時には図１に示すように内視鏡２の処置
具挿入部９にカテーテル挿入補助具３が接続される。こ
のとき、第１の外筒部材１５の先端部の連結筒体２３が
内視鏡２の処置具挿入部９に着脱可能に連結される。な
お、内視鏡２の処置具挿通用チャンネル８内には予めガ
イドワイヤ４が挿通されている。
【００４６】続いて、ガイドワイヤ４の後端部をカテー
テル１に挿入した後、このガイドワイヤ４に沿ってカテ
ーテル１を挿入する操作が行われる。このとき、介助者
はガイドワイヤ４の後端部を保持している。
【００４７】このカテーテル１の挿入操作時には、カテ
ーテル１の先端部を挿入補助具本体１７の第１の内筒部
材１６内に挿通させたのち、カテーテル１と第１の内筒
部材１６の把持部１８を一緒に把持した状態で第１の内
筒部材１６を第１の外筒部材１５の内外に突没させる。
このとき、第１の内筒部材１６の突没動作にともない、
カテーテル１を内視鏡２の処置具挿入部９に挿入する動
作が次の通り行われる。
【００４８】このカテーテル１の挿入操作時には第１の
内筒部材１６を第１の外筒部材１５の外側の突出位置に
移動させた状態で、指を掛けてカテーテル１を第１の内
筒部材１６の把持部１８の係止部１８ａに係止させたの
ち、第１の内筒部材１６を第１の外筒部材１５内に挿入
させる。このとき、ガイドワイヤ４の後端部は介助者に
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よって保持されている。そして、この操作によって第１
の内筒部材１６の１ストローク分だけカテーテル１が挿
入される。
【００４９】その後、第１の内筒部材１６が第１の外筒
部材１５の内部の移動位置でカテーテル１の係止が解除
される。この状態で、カテーテル１は持たず、第１の内
筒部材１６のみを第１の外筒部材１５内から外に引き出
す方向に移動させる。このとき、ガイドワイヤ４の後端
部は介助者によって保持されている。そして、この操作
時にはカテーテル１は弾性弁２９によって係止されてお
り、移動しない。
【００５０】以後、上述した第１の内筒部材１６の１ス
トローク分のカテーテル１の挿入操作、すなわち第１の
内筒部材１６が第１の外筒部材１５の外側の突出位置
で、カテーテル１と第１の内筒部材１６の把持部１８を
一緒に把持した状態で第１の内筒部材１６を第１の外筒
部材１５の内部に移動させることにより、第１の内筒部
材１６の１ストローク分だけカテーテル１を挿入する操
作と、第１の内筒部材１６の戻し操作、すなわち第１の
内筒部材１６が第１の外筒部材１５の内部の移動位置で
カテーテル１の係止を解除させた状態で、カテーテル１
は持たず、第１の内筒部材１６のみを第１の外筒部材１
５の外側の突出位置に移動させる操作とが交互に繰り返
される。これにより、カテーテル１を内視鏡２の処置具
挿入部９に挿入させる動作が間欠的に行われ、カテーテ
ル１が座屈することなく、細長いカテーテル１を内視鏡
２の処置具挿入部９に挿入する動作を容易に行うことが
できる。
【００５１】また、ガイドワイヤ挿入補助具５が単独で
使用される場合には細長いカテーテル１などのガイドワ
イヤ挿通器具にガイドワイヤ４を挿脱する作業が行われ
る。このガイドワイヤ挿入補助具５の使用時には図１に
示すようにカテーテル１の口金部１１のガイドワイヤ挿
入部４３にガイドワイヤ挿入補助具５が接続される。こ
のとき、第２の外筒部材５１の先端部の連結筒体５８が
カテーテル１の口金部１１のガイドワイヤ挿入部４３に
着脱可能に連結される。なお、内視鏡４の処置具挿通用
チャンネル７内には予めカテーテル１が挿通されてい
る。
【００５２】続いて、ガイドワイヤ４の先端部がガイド
ワイヤ挿入補助具５内に挿入された後、このガイドワイ
ヤ４をカテーテル１内に挿入する操作が行われる。この
ガイドワイヤ４の挿入操作時には、ガイドワイヤ４の先
端部を挿入補助具本体５３の第２の内筒部材５２内に挿
通させたのち、ガイドワイヤ４と第２の内筒部材５２の
把持部５４を一緒に把持した状態で第２の内筒部材５２
を第２の外筒部材５１の内外に突没させる。このとき、
第２の内筒部材５２の突没動作にともない、ガイドワイ
ヤ４をカテーテル１内に挿入する動作が次の通り行われ
る。



(9) 特開２００３－８８４９６

10

20

30

40

50

15
【００５３】このガイドワイヤ４の挿入操作時には第２
の内筒部材５２を第２の外筒部材５１の外側の突出位置
に移動させた状態で、指を掛けてガイドワイヤ４を第２
の内筒部材５２の把持部５４の係止部５４ａに係止させ
たのち、第２の内筒部材５２を第２の外筒部材５１内に
挿入させる。そして、この操作によって第２の内筒部材
５２の１ストローク分だけガイドワイヤ４がカテーテル
１内に挿入される。
【００５４】その後、第２の内筒部材５２が第２の外筒
部材５１の内部の移動位置でガイドワイヤ４の係止が解
除される。この状態で、ガイドワイヤ４は持たず、第２
の内筒部材５２のみを第２の外筒部材５１の外側に引き
出す方向に移動させる。
【００５５】以後は、上述した第２の内筒部材５２の１
ストローク分のガイドワイヤ４の挿入操作、すなわち第
２の内筒部材５２が第２の外筒部材５１の外側の突出位
置で、ガイドワイヤ４と第２の内筒部材５２の把持部５
４を一緒に把持した状態で第２の内筒部材５２を第２の
外筒部材５１の内部に移動させることにより、第２の内
筒部材５２の１ストローク分だけガイドワイヤ４を挿入
する操作と、第２の内筒部材５２の戻し操作、すなわち
第２の内筒部材５２が第２の外筒部材５１の内部の移動
位置でガイドワイヤ４の係止を解除させた状態で、ガイ
ドワイヤ４は持たず、第２の内筒部材５２のみを第２の
外筒部材５１の外側の突出位置に移動させる操作とが交
互に繰り返される。これにより、ガイドワイヤ４をカテ
ーテル１内に挿入させる動作が間欠的に行われ、ガイド
ワイヤ４が座屈することなく、細長いガイドワイヤ４を
カテーテル１内に挿入する動作を容易に行うことができ
る。
【００５６】また、内視鏡２の処置具挿通用チャンネル
を通して体内に挿入された内視鏡用処置具である細長い
カテーテル１をガイドワイヤ４を利用して交換する作業
時にはカテーテル挿入補助具３およびガイドワイヤ挿入
補助具５が組み合わされた状態で使用される。このと
き、図１に示すようにカテーテル挿入補助具３は内視鏡
２の処置具挿入部９に接続され、ガイドワイヤ挿入補助
具５はカテーテル１の口金部１１のガイドワイヤ挿入部
４３に接続される状態でそれぞれセットされる。この状
態で、ガイドワイヤ４を体内に留置したままガイドワイ
ヤ４の先端位置を変えずに内視鏡用処置具である細長い
カテーテル１のみを交換する作業が次の通り行われる。
【００５７】まず、図１４（Ａ）に示すようにカテーテ
ル挿入補助具３の第１の内筒部材１６を第１の外筒部材
１５の内部に挿入させた状態で、指を掛けてカテーテル
１を第１の内筒部材１６の把持部１８の係止部１８ａに
係止させる。このとき、同時にガイドワイヤ挿入補助具
５の第２の内筒部材５２を第２の外筒部材５１の外側の
突出位置に移動させた状態で、指を掛けてガイドワイヤ
４を第２の内筒部材５２の把持部５４の係止部５４ａに
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係止させる。
【００５８】続いて、カテーテル１をカテーテル挿入補
助具３の第１の内筒部材１６に係止させたまま第１の内
筒部材１６と一緒に第１の外筒部材１５の外側の突出位
置の方向に移動させる操作が行われる。さらに、このカ
テーテル挿入補助具３の操作と同時にガイドワイヤ挿入
補助具５の第２の内筒部材５２を第２の外筒部材５１の
外側の突出位置からガイドワイヤ４と一緒に第２の外筒
部材５１内に挿入させる方向に移動させる操作が行われ
る。これにより、図１４（Ｂ）に示すようにカテーテル
挿入補助具３によって第１の内筒部材１６と一緒にカテ
ーテル１が第１の内筒部材１６の１ストローク分だけ第
２の外筒部材５１の外側に引き出される操作が行われる
とともに、ガイドワイヤ挿入補助具５によって第２の内
筒部材５２と一緒にガイドワイヤ４が第２の内筒部材５
２の１ストローク分だけカテーテル１内に挿入される操
作が行われる。
【００５９】その後、カテーテル挿入補助具３の第１の
内筒部材１６が第１の外筒部材１５の外部の突出位置で
カテーテル１の係止が解除される。この状態で、カテー
テル１は持たず、第１の内筒部材１６のみを図１４
（Ｃ）に示すように第１の外筒部材１５の内部に戻す操
作が行われる。このとき、ガイドワイヤ挿入補助具５の
第２の内筒部材５２も同様に第２の外筒部材５１内でガ
イドワイヤ４の係止が解除される。この状態で、ガイド
ワイヤ４は持たず、第２の内筒部材５２のみを図１４
（Ｃ）に示すように第２の外筒部材５１の外部の突出位
置方向に戻す操作が行われる。
【００６０】その後、図１４（Ｄ）に示すようにカテー
テル挿入補助具３によって第１の内筒部材１６と一緒に
カテーテル１を第１の内筒部材１６の１ストローク分だ
け第２の外筒部材５１の外側に引き出すとともに、ガイ
ドワイヤ挿入補助具５によって第２の内筒部材５２と一
緒にガイドワイヤ４を第２の内筒部材５２の１ストロー
ク分だけカテーテル１内に挿入させる操作と、図１４
（Ｃ）に示すようにカテーテル挿入補助具３によってカ
テーテル１は持たず、第１の内筒部材１６のみを第１の
外筒部材１５の内部に戻すとともに、ガイドワイヤ挿入
補助具５によってガイドワイヤ４は持たず、第２の内筒
部材５２のみを第２の外筒部材５１の外部の突出位置方
向に戻す操作とが交互に繰り返される。これにより、ガ
イドワイヤ４を体内に留置したままガイドワイヤ４の先
端位置を変えずにカテーテル１のみを内視鏡２の処置具
挿入部７から外部に引き抜く作業を行うことができる。
【００６１】なお、図１４（Ｂ）に示す操作でカテーテ
ル挿入補助具３によって第１の内筒部材１６およびガイ
ドワイヤ挿入補助具５によって第２の内筒部材５２のみ
を動かし、図１４（Ｃ）に示す操作でカテーテル１をカ
テーテル挿入補助具３の第１の内筒部材１６と一緒に動
かすとともに、ガイドワイヤ４をガイドワイヤ挿入補助
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具５の第２の内筒部材５２と一緒に動かすことにより、
カテーテル１を留置したままガイドワイヤ４のみを抜去
することも可能となる。
【００６２】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態の内視鏡用処置具
交換システムではカテーテル挿入補助具３を使用してカ
テーテル１と第１の内筒部材１６の把持部１８を一緒に
把持した状態で第１の内筒部材１６の１ストローク分だ
けカテーテル１を移動させる操作と、カテーテル１は持
たず、第１の内筒部材１６のみを戻す操作とを交互に繰
り返すことにより、カテーテル１を内視鏡２の処置具挿
入部９に挿入させる動作が間欠的に行われ、カテーテル
１が座屈することなく、細長いカテーテル１を内視鏡２
の処置具挿入部９に挿入する動作を容易に行うことがで
きる。さらに、ガイドワイヤ挿入補助具５を使用してガ
イドワイヤ４と第２の内筒部材５２の把持部５４を一緒
に把持した状態で第２の内筒部材５２の１ストローク分
だけガイドワイヤ４を移動させる操作と、ガイドワイヤ
４は持たず、第２の内筒部材５２のみを戻す操作とを交
互に繰り返すことにより、ガイドワイヤ４をカテーテル
１に挿入させる動作が間欠的に行われ、ガイドワイヤ４
が座屈することなく、ガイドワイヤ４をカテーテル１に
挿入する動作を容易に行うことができる。そのため、カ
テーテル１などの内視鏡用処置具を内視鏡２の処置具挿
通用チャンネル８に挿脱する作業や、ガイドワイヤ４を
カテーテル１に挿脱する作業を容易に行うことができ
る。
【００６３】また、本実施の形態の内視鏡用処置具交換
システムではカテーテル挿入補助具３の使用時における
第１の外筒部材１５に対する第１の内筒部材１６のスラ
イド動作時の移動ストロークＬ１と、ガイドワイヤ挿入
補助具５の使用時における第２の外筒部材５１に対する
第２の内筒部材５２のスライド動作時の移動ストローク
Ｌ２とをほぼ同じ長さに設定したので、カテーテル挿入
補助具３の操作と、ガイドワイヤ挿入補助具５の操作と
を上述した通り組み合わせることにより、ガイドワイヤ
４を体内に留置したままガイドワイヤ４の先端位置を変
えずにカテーテル１のみを内視鏡２の処置具挿入部７か
ら外部に引き抜く作業を容易に行うことができる。
【００６４】さらに、本実施の形態ではカテーテル挿入
補助具３を使用してカテーテル１を内視鏡２の処置具挿
入部９に挿入する動作または引き抜く動作のいずれか一
方を行うカテーテル１の挿脱作業工程と、ガイドワイヤ
挿入補助具５を使用してガイドワイヤ４をカテーテル１
の処置具挿入部４３に挿入する動作または引き抜く動作
のいずれか一方を行うガイドワイヤ挿脱工程とを同期さ
せた状態で略同時に行う（同期操作工程）ようにしたの
で、術者と介助者との息合せ作業が容易になる。そのた
め、ガイドワイヤ４を体内に留置したままガイドワイヤ
４の先端位置を変えずにカテーテル１のみを交換する作
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業を一層、容易に行うことができるので、カテーテル１
などの処置具の交換作業を短時間で行うことができ、内
視鏡下手術などの処置時間を短縮できる効果がある。
【００６５】さらに、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではない。例えば、上記実施の形態ではカテー
テル挿入補助具３の第１の内筒部材１６にガイドワイヤ
係止部１８ａ、第１の外筒部材１５に内視鏡連結部であ
る連結筒体２３をそれぞれ設けた構成を示したが、逆
に、第１の外筒部材１６にガイドワイヤ係止部１８ａ、
第１の内筒部材１６に内視鏡連結部である連結筒体２３
をそれぞれ設けても良い。同様に、上記実施の形態では
ガイドワイヤ挿入補助具５の第２の内筒部材５２にガイ
ドワイヤ係止部５４ａ、第２の外筒部材５１にガイドワ
イヤ挿通器具の器具連結部である連結筒体５８をそれぞ
れ設けた構成を示したが、また、逆に第２の外筒部材５
１にガイドワイヤ係止部５４ａ、第２の内筒部材５２に
ガイドワイヤ挿通器具の器具連結部である連結筒体５８
をそれぞれ設けても良い。さらに、その他、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で種々変形実施できることは勿論で
ある。次に、本出願の他の特徴的な技術事項を下記の通
り付記する。
記
（付記項１）  内視鏡用処置具と組み合わせて使用可能
なガイドワイヤと、少なくともガイドワイヤの一部が挿
通可能な内腔を有した内視鏡用処置具と、内視鏡用処置
具の挿通が可能な内径を有した近位端と遠位端を有した
内筒と、内筒の近位部の一部を除く部分が挿通可能な内
径を有した近位端と遠位端を有した外筒と、外筒の一端
は内視鏡のチャンネル口部に着脱自在な着脱部を形成
し、内筒と外筒が挿通自在なカテーテル挿入補助具と、
ガイドワイヤの挿通が可能な内径を有した近位端と遠位
端を有した内筒と、内筒の近位部の一部を除く部分の挿
通が可能な内径を有した近位端と遠位端を有した外筒を
有し、外筒の遠位端は処置具のガイドワイヤ挿入部に着
脱自在な着脱部を形成し、内筒と外筒が挿通自在なガイ
ドワイヤ挿入補助具とを具備し、カテーテル挿入補助具
とガイドワイヤ挿入補助部は、カテーテル挿入補助具の
内筒の外筒への挿入長と、ガイドワイヤ挿入補助具の内
筒の外筒への挿入長をほぼ同じ長さとしたことを特徴と
する内視鏡用処置具交換システム。
【００６６】
【発明の効果】請求項１の発明によれば、内視鏡用処置
具挿入補助具の使用時に処置具係止部に内視鏡用処置具
を係止させた状態で、処置具係止部側の筒部材とともに
内視鏡用処置具を内視鏡の処置具挿入部から挿脱させる
操作と、内視鏡用処置具の係止を解除した状態で、処置
具係止部側の筒部材のみを戻す操作とを交互に繰り返す
ことにより内視鏡用処置具を内視鏡の処置具挿入部に挿
脱させる動作を間欠的に行うとともに、ガイドワイヤ挿
入補助具の使用時にガイドワイヤ係止部にガイドワイヤ
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を係止させた状態で、ガイドワイヤ係止部側の筒部材と
ともにガイドワイヤをガイドワイヤ挿通器具のガイドワ
イヤの挿入部から挿脱させる操作と、ガイドワイヤの係
止を解除した状態で、ガイドワイヤ係止部側の筒部材の
みを戻す操作とを交互に繰り返すことによりガイドワイ
ヤをガイドワイヤ挿通器具のガイドワイヤの挿入部に挿
脱させる動作を間欠的に行うようにしたので、カテーテ
ルなどの内視鏡用処置具を内視鏡の処置具挿通用チャン
ネルに挿脱する作業や、ガイドワイヤを内視鏡用処置具
に挿脱する作業を容易に行うことができる。さらに、内
視鏡用処置具挿入補助具の使用時における第１の内筒部
材と第１の外筒部材との間の相対的なスライド動作時の
移動ストロークと、ガイドワイヤ挿入補助具における第
２の内筒部材と第２の外筒部材との間の相対的なスライ
ド動作時の移動ストロークとをほぼ同じ長さに設定した
ので、ガイドワイヤを体内に留置したままガイドワイヤ
の先端位置を変えずに内視鏡用処置具のみを交換する作
業を容易に行うことができる。
【００６７】請求項２の発明によれば、内視鏡用処置具
挿入補助具を使用して内視鏡用処置具を内視鏡の処置具
挿入部に挿入する動作または引き抜く動作のいずれか一
方を行う内視鏡用処置具挿脱作業工程と、ガイドワイヤ
挿入補助具を使用してガイドワイヤを内視鏡用処置具の
処置具挿入部に挿入する動作または引き抜く動作のいず
れか一方を行うガイドワイヤ挿脱工程とを同期させた状
態で略同時に行う（同期操作工程）ようにしたので、ガ
イドワイヤを体内に留置したままガイドワイヤの先端位
置を変えずに内視鏡用処置具のみを交換する作業を一
層、容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態の内視鏡用処置具
交換システム全体の概略構成を示す側面図。
【図２】  第１の実施の形態のカテーテル挿入補助具の
側面図。
【図３】  第１の実施の形態のカテーテル挿入補助具の
上半分を断面にして示す側面図。
【図４】  （Ａ）は図３の４Ａ－４Ａ線断面図、（Ｂ）
は第１の内筒部材の把持部の端面を示す側面図。
【図５】  第１の実施の形態のカテーテル挿入補助具の
弁カートリッジを示すもので、（Ａ）は弁カートリッジ
の上面図、（Ｂ）は弁カートリッジの側面図、（Ｃ）は
（Ａ）の５Ｃ－５Ｃ線断面図、（Ｄ）は弁カートリッジ
の下面図。
【図６】  第１の実施の形態の弁カートリッジの弁体を
示すもので、（Ａ）は弁体の平面図、（Ｂ）は弁体の縦
断面図。
【図７】  第１の実施の形態のカテーテル挿入補助具の
内筒部材を外筒部材の外側の突出位置に移動させた状態
を示す側面図。
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【図８】  第１の実施の形態のカテーテル挿入補助具の
内筒部材を外筒部材の外側の突出位置に移動させた状態
でのカテーテル挿入補助具の上半分を断面にして示す側
面図。
【図９】  第１の実施の形態のガイドワイヤ挿入補助具
の側面図。
【図１０】  （Ａ）は第１の実施の形態のガイドワイヤ
挿入補助具の先端側の端面図、（Ｂ）はガイドワイヤ挿
入補助具の基端側の端面図。
【図１１】  第１の実施の形態のガイドワイヤ挿入補助
具の上半分を断面にして示す側面図。
【図１２】  （Ａ）は第１の実施の形態のガイドワイヤ
挿入補助具の内筒部材を外筒部材の外側の突出位置に移
動させた状態を示す側面図、（Ｂ）はガイドワイヤ挿入
補助具の内筒部材を外筒部材の外側の突出位置に移動さ
せた状態でのガイドワイヤ挿入補助具の上半分を断面に
して示す側面図。
【図１３】  第１の実施の形態のガイドワイヤ挿入補助
具内にガイドワイヤを挿入した状態をこのガイドワイヤ
挿入補助具の上半分を断面にして示す側面図。
【図１４】  第１の実施の形態の内視鏡用処置具交換シ
ステムの操作を説明するための説明図。
【図１５】  従来の方法で内視鏡を用いて内視鏡的処置
を行なうに際のガイドワイヤの使用状態を示すもので、
（Ａ）はカテーテルを内視鏡の処置具挿通用チャンネル
から引抜く操作を説明するための説明図、（Ｂ）はカテ
ーテルを完全に内視鏡から引抜く操作を説明するための
説明図。
【符号の説明】
１    カテーテル（内視鏡用処置具）
２    内視鏡
３    カテーテル挿入補助具（内視鏡用処置具挿入補助
具）
４    ガイドワイヤ
５    ガイドワイヤ挿入補助具
８    処置具挿通用チャンネル
９    処置具挿入部
１５    第１の外筒部材
１６    第１の内筒部材
１７    カテーテル挿入補助具本体（内視鏡用処置具挿
入補助具本体）
１８ａ    カテーテル係止部（処置具係止部）
２３    連結筒体（内視鏡連結部）
４３    ガイドワイヤ挿入部
５１    第２の外筒部材
５２    第２の内筒部材
５３    ガイドワイヤ挿入補助具本体
５４ａ    ガイドワイヤ係止部
５８    連結筒体（カテーテル連結部）
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